
中村太郎税理士事務所
東京都新宿区西新宿7-5-14 井上ビル12号館301
TEL：03-6302-0475／FAX：03-6302-0474

■相続法改正 2
　遺産分割に関する見直し
■65歳超の雇用促進、
　男性の育児休業取得支援などに
　活用できる助成金
■業種別1法人あたり年間の
　交際費等支出額

■実質この5年が勝負です
　事業承継税制の特例

　6月といえば梅雨ですね。雨が多くなると蒸し暑さが増して過ごしにくくなりますので、お体に
はくれぐれもお気を付けください。

　掲載内容に関してご不明点が等あれば、お気軽に当事務所までお問い合わせください。
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